
誠実な市民を育むソーシャル・キャピタルの研究
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要約

　Putnam（1993）は『Making Democracy Work』の中で、統治パフォーマンスに影響を与えるソー
シャル・キャピタル論の視座を提供したが、パットナムのソーシャル・キャピタル論には因果関
係が曖昧だと批判されている。本研究はそれを問題意識とし、Boix and Posner（1998）が提示す
る因果モデルを検証した。その結果、日本においては「誠実な市民（遵法意識）」モデルに対する
統計的有意性が認められた。ソーシャル・キャピタルは不正を認めない誠実な市民の醸成と関係
がある。誠実な市民が多い地域ほど地方債務現在高を減少させる傾向がある。以上の分析から本
稿では市民のソーシャル・キャピタルが政府の効率性を改善するメカニズムの一つとして「誠実
な市民」モデルが考えられる。不正を認めないという規範を高める仕組みの中に、市民レベルの
ソーシャル・キャピタルが政府の効率性を改善する方策を考えることが出来よう。

キーワード：ソーシャル・キャピタル、パットナム、政府の効率性、誠実な市民

Abstract

　　In “Making Democracy Work”, Putnam (1993) provided his perspectives about the impact of social 

capital on government performances. However, the social capital theory of Putnam has been criticized as 

being vague on the causalities. This study tries to verify the causality by using a model developed by Boix 

and Posner (1998). According to my analysis, “honest citizen (rule compliance)” model is statistically 

associated with Japanese government performance. Social capital has positive effect on fostering honest 

citizens who do not to allow a fraud. It, in turn, reduces the debt of local governments. The higher the ratio 

of honest citizens in the local areas, the lower the burden of local debt.

　　Furthermore, this paper shows that social capital provides an “honest citizen” model which explains the 

causality between social capital and the performance of the local governments. It also reveals the fact that it 

is of vital importance to reduce economic disparity in order to enhance the performances of local 

governments.

Key words: Social Capital, Putnam, Efficiency of Government, Rule Compliance

1 ．はじめに

　市民の要求に応え、政治的に公平で、つねに責任を持ちながら政府を運営することは民主主義国家の責
務である（Dahl 1971:1; Almond and Verba 1963: 476）。この命題を遂行するためには集会・結社の自由、表
現の自由、投票権、代議制度、情報公開制度などの民主主義国家を規定する法的諸制度の整備が不可欠と
いえる（Dahl 1971: 3）。市民にとって充分な制度パフォーマンスは制度を如何にデザインするかという問
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題と深く関わっている。
　このような制度が重要であるとする立場は制度パフォーマンス分析の主流である（Putnam 1993：9 ）。
また、社会経済的近代化仮説1を主張する立場もある（Putnam 1993：11）。安定した民主政府における市
民の特性として、読み書き能力や教育歴、そして所得を強調している（Almond and Verba 1963＝1974：9 ）。
しかしながら、その仮説では十分に制度パフォーマンス説明できない2。
　その上で、三つ目には、社会文化的要素が考えられる。代表的なものとして、ヴァーバらの『現代市民
の政治文化』研究がある。彼らの主張はイギリス、アメリカ、メキシコ、ドイツ、イタリアを比較し、民
主化が発展するモデルには「民主主義の公的な制度－普通選挙権、政党、選挙制議会－以上のものが必要
である」とし（Almond and Verba 1963＝1974：3 ）、制度に加えて「政治文化3」の必要性を説いている。
ヴァーバらの研究によれば、安定した政府には長い歴史の中で培ってきた「市民文化」4が重要なのである。
　翻って、前述した政治文化の立場から制度パフォーマンスを考える上で、今日、有用な知見を提供して
いる概念がソーシャル・キャピタル（Social Capital, 社会関係資本、以下ソーシャル・キャピタルと表記）
である。とりわけ、Putnam（1993）の実証研究によって、人々の間に形作られるネットワークと、その
中で醸し出される信頼と互酬性の規範というソーシャル・キャピタル5が安定した政府には重要であるこ
とが明らかとなった。ソーシャル・キャピタル研究は、制度を導入してもなお、説明することが困難な制
度パフォーマンスに差異が生じるメカニズムを、市民の協調的な社会関係から導いており、政治学的に有
用な示唆を与えたといえよう。
　また、パットナムのソーシャル・キャピタル論は、政府の効率性を考える上で問題となる「集合行為の
ジレンマ6」問題を解消する手立てを市民の自発的協力と利他的行動のメカニズムから明らかにしている。
この研究をさらに応用すれば、人々が容易に協力できる社会の中に、今日、厳しい財政状況でありながら
も、例外なく直面する少子高齢化の問題を解決するメカニズムが発見されるかもしれない。ソーシャル・
キャピタルは、深刻な財政状況でもなお、住民のウェルビーング（福利向上）を維持させるためのメカニ
ズムとして機能するとも考えられよう。
　しかしながら、パットナムのソーシャル・キャピタル論には因果関係の曖昧さの問題が残されており、
先行研究で仮説が提示されているのに留まる。そして、市民レベルの実証研究からはソーシャル・キャピ
タルと政府の効率性を結ぶミッシング・リンクが未だ明らかとなってはいない。本研究は、この点を問題
意識とする。しかしながら、ソーシャル・キャピタルは人々の間の中で醸成されるために、それは市民の
間の中で、あるいは組織の中で、さらには広い社会や国家の間に広く偏在している。
　本研究は、その点を鑑みた上で、まずは、市民レベルに議論を置く。そして、ソーシャル・キャピタル
の効果が実証された知見を基にして、政府の効率性に影響を与えるモデルを構築する。それにより、日本

1　人口移動の増加、生活水準、教育水準、公衆衛生の上昇などの経済水準の発展による社会的・経済的変容は、富を増や
し、中産階級の増大をもたらし、その結果、安定した民主政府が構築されることを強調している（Putnam 1993：83-84）。
2　ヴァ―バらは『現代市民の政治文化』を論じた時代において、高度な経済発展を遂げたキューバとヴェネズエラの政
治体制はラテン・アメリカにおいてどちらも独裁制と不安定の長い歴史をもっていることが挙げられている（Almond 
and Verva 1963：11）。
3　Almond and Verba （1963＝1974：12） は、政治文化を「その国民の中で特殊に配分されている政治的対象に対する指向
のパターン」と定義づけさらに下位文化として、政治指向が宗教的指向と経済的指向と混同している「未分化型政治文
化」、市民は政府の権威、アウトプットに意識を持つが、政治のインプットとしての自己意識が欠けている「臣民型政治
文化」、政治システムのインプットとアウトプットの両面を意識する「参加型政治文化」に分類している。（Almond and 
Verba 1963：17-19）。さらにほとんどの政治文化は、多種多様な下位文化の混合物であるとしている（同書：377）。
4　 コミュニケーションと説得の文化、そして合意形成をもたらす多様性の文化であり、成熟した市民文化が存在してい
たことにより、合意が形成されたとしている（同書：7-8）
5 　パットナムは「協調的行動を容易にすることにより社会の効率を改善しうる信頼、規範、ネットワークなどの社会的
仕組みの特徴」（Putnam 1993＝2001：206-207）と定義している。
6　Putnam（1993：163-164）は「集合行為のジレンマ」の例として共有地の悲劇、公共財、囚人のジレンマゲームを取
りあげている。Olson（1965＝1996：2 ）は、集合行為のジレンマについて「ある一集団内の個人の数が少数でない場合、
あるいは共通の利益のために個人を行為させる強制もしくは他の特別の工夫がない場合、合理的で利己的個人は、その・・・・・・・・・・・ ・・

共通のあるいは集団的利益の達成を目指して行為しないであろう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・」状況と定義し、集団の構成員の利益と集団全体の利
益につながらない状況を説明している。
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に通じると考えられるソーシャル・キャピタルと政府の効率性の関係を結ぶメカニズムを市民レベルの実
証研究から考える事にしたい。

2 ．先行研究

2.1．因果経路の批判と政府を機能させる 5 つの仮説
　Putnam（1993）はイタリアの南部より北部の方が多元的で橋渡し型のソーシャル・キャピタルが高い
から、制度パフォーマンスが高いという現象を歴史的に、かつ定量的に理解できる方法で明らかにした。
その研究によって、ソーシャル・キャピタル研究が諸学者へのブレイク・スルーになったといえる。
　しかしながら、パットナムの実証研究には指摘が多い。
　Halpern（2005：174）の論考によれば批判は 3つあり、大きく 2つの意味を有する。一つは、因果関係
が説明されていないことである。二つ目には、実証結果の一般性の問題である。それは政府を機能させる
ソーシャル・キャピタルの効果は、イタリア以外の国家でも適用するのであろうかという問題を指してい
る。なお、ハルパーンは因果関係よりもむしろ、ソーシャル・キャピタルと統治パフォーマンスには双方
向の関係があるという立場に立っている。
　では、どのようにして、制度パフォーマンスを高めるのであろうか。Boix and Posner（1998）によれば、
次の 5つの仮説（A）～（E）が考えられる7。
（A）「合理的市民と競合的エリート」モデル
　ソーシャル・キャピタルは公的利益を追求させ、人々の政治意識を高め、政治エリートに対し、適切な
支持、批判、要求、監視を行い政治に訴える。ソーシャル・キャピタルは市民の政府に対するモニタリン
グを強化させ、政治エリートは市民の要求に応える政治エリートは市民要求に応えることに関心が高ま
り、効率的に義務を行使する。
（B）「遵法意識（誠実な市民）」モデル8

　ソーシャル・キャピタルは政府と市民の間の取引コストを減らす。利他的行動に期待のインセンティブ

7　坂本（2010：129-130）は、Boix and Posner（1998）の因果モデルを 4つのモデルに整理しているが、本稿は Boix and 
Posner（1998）が提示した 5つのモデルを尊重し、列挙している。またモデルの意訳については坂本（2010b）の意訳を
尊重している。
8　Boix and Posner（1998）の「Rule Compliance」モデルについて、坂本（2010b）は「統治されやすい市民」モデルと訳
している。しかしながら、民主主義国家は国民主権を基礎としているため、本稿では「遵法意識（誠実な市民）」と訳し
ている。

表 1　Putnam（1993）以降のソーシャル・キャピタルと政府の効率に関して行われた実証研究のエビデンス

誠実な市民を育むソーシャル・キャピタルの研究 （戸川）
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があるとき、我々の意識が法令順守の行動を促す。政府は、余計なコストがかからず、市民の信用を得る
ため、効率的に機能する。
（C）「市民的美徳」モデル
　ソーシャル・キャピタルは市民の選好に影響を与える。ソーシャル・キャピタルは利他的主義の意識を
育み、集合的利益に関心を向ける。市民はコミュニティに住むメンバーの生活の改善を求め、政治エリー
トに対して政策追求が容易になる。その結果、政府の統治パフォーマンスは向上する。
（D）「行政の効率」モデル
　ソーシャル・キャピタルが豊かな地域では改革法案などの起草についてお互いに妥協しあい、効率的作
業が実現し、ガバナンスが促進される。さらにソーシャル・キャピタルは行政能力を向上させる。行政府
内のソーシャル・キャピタルが豊かであれば、協調が促進され日和見行動が減少し、効率的行政が可能に
なる。
（E）「エリート間の協調」モデル
　行政エリート内部の環境が外部に対して排他的である時、ソーシャル・キャピタルは、グループ外に対
し強い排除性を持ち、互酬性の規範は、ネットワーク外部に負の影響をもたらす。さらにネットワークの
境界を越えた協調関係が少なくなる。一方、分断が少ない環境では、橋渡し型ソーシャル・キャピタルが
育まれ協調的交換が容易になる。

　Boix and Posner（1998）は、上記のモデルを呈示している。ハルパーンは因果関係の曖昧さを指摘して
いるが、既に1990年代の後半において仮説が構築されている。それ故、必ずしもソーシャル・キャピタル
が政府を機能させるというメカニズム自体が、曖昧なものとして批判されるものではない。
　他方で、政府を機能させるソーシャル・キャピタルの効果を実証する研究は、パットナムの研究以後、
表 1の様に広がりをみせている。しかしながら、表 1の先行研究によれば、Boix and Posner（1998）の因
果仮説を支持しながらも、関連するモデルが複数あり、解釈が統一されていない。それを鑑みると、因果
関係の曖昧さには検討の余地が残されている。
　そこで本稿では日本のケースにおいてどのモデルが日本の市民のレベルで妥当し得るのかという問題に
着目する。まずは、次節でソーシャル・キャピタルの効果を確認した上で、それ以降、表 1に示す先行研
究から得られる知見を整理することで、日本の市民レベルの研究として理解可能なモデルを抽出すること
にしたい。

2.2．ソーシャル・キャピタルの効果
　表 1の先行研究によれば、ソーシャル・キャピタルは「信頼・互酬性・ネットワーク」という広義の概
念として共通している9。彼らは認知的ソーシャル・キャピタルの「一般的信頼」と「一般的互酬性」、そ
して構造的ソーシャル・キャピタルを構成する「ネットワーク：団体参加」に分けて、ソーシャル・キャ
ピタルの影響を分析している。
　そして、構造的ソーシャル・キャピタル（団体参加）の効果は、性質を分けて考える必要がある。
Cusack（1997）は、独立変数としてソーシャル・キャピタル指標を設定し、政府の効率に与える影響を分
析している。その結果、統治パフォーマンス10は一般的信頼、互酬性の規範と有意に関係があるとしてい
る。それに対して、構造的ソーシャル・キャピタル（団体参加）は統計的に有意な影響を与えていない。
しかし、Cusack（1997：41）は一般的信頼および互酬性の規範と団体参加には正の関係があるとし団体参
加は認知的ソーシャル・キャピタルを醸成する機会であると位置づけている。

9　稲葉（2015a：36-37）は、ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）の構成要素をめぐる議論の一つに「広義の社会
関係資本 vs。狭義の社会関係資本」を挙げ、「ネットワーク」にのみ着目する狭義のソーシャル・キャピタルの定義と、「信
頼」・「規範」をも含めた広義のソーシャル・キャピタルに着目する定義の整理を行っている。その詳細については稲葉
（2015a）を参照されたい。
10　Cusack（1997：34）は、統治パフォーマンス指標として地方政府に対する市民の満足度を使用している。
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　一方で、Rice（2001）の実証研究では団体参加は統治パフォーマンス指標11に正の影響を与えているこ
とが報告されている12。Rice（2001）と Cusack（1997）の実証研究の結果からでは団体参加の効果は曖昧
である。
　それに対して、Knack（2002）の実証研究は明快である。Knack（2002）は団体参加の効果を検証する際、
その活動の性質を分けて分析している。その結果、Knack（2002）は、アメリカの州政府の統治パフォー
マンス13に影響を与える指標としては、良い政府グループメンバー14の有無と活動頻度が重要であるとし
ている。すなわち、地域の構造的ソーシャル・キャピタル（団体参加）は一様に影響を与えるのではなく、
政治的参加を象徴する団体参加の影響が関連しているといえよう。
　加えて、認知的ソーシャル・キャピタルが政府の効率性に寄与する知見は概ね整合している。先行研究
によれば、異なる統治パフォーマンス指標を用いて、ソーシャル・キャピタルの効果を推量しており、認
知的ソーシャル・キャピタルの効果は図 1（主観的 /客観的統治パフォーマンスと認知的ソーシャル・キャ
ピタルの関係）の様に整理できる15。
　以上の縦軸と横軸からなる 4象限に分類してみた結果、認知的ソーシャル・キャピタルは統治パフォー
マンス指標の性質を問わず、大部分の研究において、統計的に有意に正の影響を与えている。

2.3．統治パフォーマンスに影響を与える因果経路の考察
　では、Boix and Posner（1998）が提示した因果モデル16のうち、どのモデルがソーシャル・キャピタル
と関連しているのだろうか。
　Putnam（1993：182）によれば、ソーシャル・キャ
ピタルは市民の協調行動を容易にし、共通利益の達成
を促進させるとしている。Knack（2002：773）は協
調行動を容易にするソーシャル・キャピタルに富む市
民ほど、公的利益に対する関心が増し、政治エリート
に対する監視が高まるとしている。そして、その結果、
統治パフォーマンスが改善されるという「合理的市民
と競争的エリートモデル」を支持している。
　その一方で、多くの研究では「遵法意識：誠実な市
民モデル」が支持されている（Rice 2001; Knack 

11　Rice（2001：386）は客観的統治パフォーマンス指標として、各調査地点の居住地、都心部の道路や公園の状態を評価
した 7段階からなるパフォーマンス評価と財政支出費を設定している。また、主観的統治パフォーマンス指標としては、
政府の応答性、効率性に対する市民の評価を用いている。
12　Rice（2001）は、統治パフォーマンス指標を客観的指標と主観的指標に分類し、それぞれの統治パフォーマンスに与え
るソーシャル・キャピタルの影響を分析している。その結果、客観的統治パフォーマンス指標と構造的ソーシャル・キャ
ピタル（団体参加）には有意な関係がみられないが、主観的統治パフォーマンス指標とは有意に正の関係があることが
報告されている。
13　Knack（2002：775）は、統治パフォーマンス指標として、行政の政策形成過程における財務管理、資本管理、人的資
源管理、目標管理（Management for results）、情報技術を反映した Government Performance Project（Governing Magazine and 
the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs at Syracuse Universityの協力による）によって提供された制度パフォー
マンス評価を用いている。
14　Knack（2002：777）は団体参加の指標として「良い政府グループ」（Good government groups）を設定し、他の団体参加
と分離させてその効果を検証している。その指標は「女性有権者同盟」と「その他の政府を良く機能させることに関心
のあるグループ（筆者、仮訳）」から成る。
15　図 1は個々の研究で用いられた統治パフォーマンス指標を縦軸と横軸の基準によって分類し、認知的ソーシャル・キャ
ピタルの影響を図示したものである。横軸は統治パフォーマンス指標が主観的な指標（市民の満足度など）によって、
もしくは客観的な指標によって計測されているかを基準にしている。さらに縦軸は統治パフォーマンス指標が政策実施
の過程において、もしくは政策形成過程において計測されているかを基準にしている筆者は、政策が決定されるまでの
過程を政策形成過程と捉え、また政策が決定されてから実行するまでの過程を政策実行過程と捉えている。
16　Boix and Posner（1998）は、行政府内のソーシャル・キャピタルとコミュニティのソーシャル・キャピタルに分類し、
統治パフォーマンスに影響を与える因果モデルを構築している。

図 1  統治パフォーマンスに影響を与える認知的ソー
シャル・キャピタルの効果
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2002;Tavits 2006）。例えば、Rice（2001：377）によれば、相互信頼は遵法意識を高め、取引コストを削減
させるとしている。さらに Knack（2002：773）は、ソーシャル・キャピタルに富んだ市民を利他的市民
と捉え、利他的市民によって形成される社会の協調メカニズムが利己的市民にとって合理的なフリーライ
ダー行動を抑止するとしている。その結果、自治が促進され政府のコストが削減するとしている。また
Tavits（2006：212）も信頼・互酬性の規範、社会参加の効果について同様の見解を示している17。
　先行研究（表 1）では「誠実な市民（遵法意識）モデル」と「合理的市民と競争的エリートモデル」が
ソーシャル・キャピタルと関連があることを示している。
　それに対して、坂本（2010）は日本のソーシャル・キャピタルが統治パフォーマンスに与える影響を分
析し、合理的市民と競争的エリートモデルを棄却し、シヴィックパワーと統治パフォーマンスとの関連を
明らかにしている。
　以上のことからソーシャル・キャピタルと「遵法意識：誠実な市民モデル」との関連が妥当であると考
えられよう。
　しかしながら、独立変数に「ソーシャル・キャピタル」、従属変数に「統治パフォーマンス」を設定し
た先行研究では、ソーシャル・キャピタルの誠実な市民の醸成効果について実証的に検証されていない18。
　これに対して、Letki（2006：305）は相互信頼が制度的成功の条件となり得るとき、その前提として暗
黙に市民が誠実であることを仮定している、ということに着目し、38ヶ国のクロスカントリーデータを用
いマルチレベル分析を行っている。その結果、市民の遵法意識は女性であるほど高く、また加齢効果がみ
られ、教育水準の向上と正の関連がある。それに加え、独立変数には、一般的信頼のほか、政府に対する
信頼と客観的制度パフォーマンス指標（GDP成長比率、World Bank Governance Indicators Datasetによる政
府の質（政府の効率性、規制の質、法の支配、腐敗の制御からなる指標）、自然失業率、民主主義体制の
水準）が設定されている。その結果、政府に対する信頼と制度パフォーマンス指標は遵法意識19の醸成に
寄与するが、むしろ一般的信頼はその醸成に寄与しないことを示唆している（Letki 2006：320）。
　その一方で、Algan（2011）は、一般的信頼と遵法意識を独立変数に設定し、主観的尺度で測られた政
府の質に与える影響を分析し、一般的信頼が高く、公共心に富んだ人が増えると、逸脱行動が減り、資源
の再分配が効率的になり、その結果、社会的便益が供給されるとしている。また稲葉（2015b）は ソーシャ
ル・キャピタルに富んだ市民は、不正を認めない傾向であることを明らかにしている20。つまり、Algan
（2011）と稲葉（2015b）の研究からソーシャル・キャピタルは遵法意識の醸成に有用であることを示して
いるといえよう。
　本節において、筆者はソーシャル・キャピタルと関連のある因果モデルを検証してきたが、その結果、
（ 1）市民レベルのソーシャル・キャピタルは「遵法意識：誠実な市民」モデルと関連していること、（ 2）
日本の実証研究からソーシャル・キャピタルが「遵法意識」に寄与すること、そして（ 3）市民の遵法意
識が高まると、逸脱行動が減り、誠実な市民が多い地域では資源の再分配が効率的になり、社会的便益の
供給が促進される。その結果、政府に対する市民の評価が高まるという知見が得られた。

17　Cusack（1997）や Tavits（2006）は「コミュニティのソーシャル・キャピタル」の効果に加え、「行政府内のソーシャル・
キャピタル」の効果について言及し、「行政の効率」モデルも支持している。Tavits（2006：221）はエリート間の協調行
動を容易にし、日和見行動に対するモニタリングコストを削減することから効率的行政運営が促進されるとしている。
18　但し、Uslaner（2008：70-71）は、「不平等の罠」仮説を検証する際に、「信頼→腐敗→有能な政府」の関係を検証する
ため、信頼を独立変数、腐敗を従属変数に設定している。その分析に加え、腐敗が政府の有能度に与える影響を検証し
ている。
19　遵法意識を示す指標は、1999–2002 World Value Surveyの設問 ;「無資格での不正受給（V204）、公共交通料金のごまか
し（V205）、脱税（V206）、賄賂（V207）」の不正行為について、「 1（認められない）～10（認める）段階」の内、「認
められない（10という回答）」を用いたものである。Letki（2006）は上記に示す 4つの変数をまとめ、「市民のモラリティー
（遵法意識）」との関連を分析している。
20　稲葉（2015b：8）の実証研究では、一般的信頼は「些細な腐敗」について有効であり、さらに家族に対する信頼は、「些
細な腐敗」、「日常的な腐敗」、「悪質な腐敗（収賄）」について厳しい市民と関連があると報告されている。さらに構造的
社会関係資本の「つきあい」は近所づきあいが濃密であるほど腐敗に対して厳しくなり、団体参加の一部は腐敗に対し
て寛容になる結果が示されている。
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3 ．本稿における仮説の導出

　市民レベルのソーシャル・キャピタルは、「遵法意識：誠実な市民モデル」と関連していると考えられ
る。そのため、本研究では、遵法意識を媒介変数として設定し、日本において、ソーシャル・キャピタル
が「誠実な市民」モデルを通して、統治パフォーマンスに影響を与えるのか、その影響を検証する。そこ
で本稿では二段階に分けて実証分析を行う。第一段階では、ソーシャル・キャピタルが有する誠実な市民
の醸成効果を検証する（仮説 1・2）。そして、第二段階では、誠実な市民の統治パフォーマンスに対する
影響を検証する（仮説 3）。なお、二段階目に行う分析で用いる統治パフォーマンスは後述するように地
方政府の債務残高を用いる。
　以上の観点から ,ソーシャル・キャピタルを構成するどのような要素が誠実な市民の醸成に影響を与え
るのか、以下に示す仮説を立て検証する。
　＜仮説 1＞　 一般的信頼が高まると、不正・腐敗に対する誠実な市民が増え、特定化信頼は不正・腐敗

に対して誠実な市民の醸成を妨げる。
　＜仮説 2＞　 構造的ソーシャル・キャピタルは不正・腐敗に対する「誠実な市民」を醸成する。
　＜仮説 3＞　 誠実な市民が増えるほど、政府の効率性が改善する（一人当たり地方債現在高は減少）傾

向にある。

4 ．実証分析

4.1．利用するデータと変数
　本稿では、稲葉（2013）が調査した「暮らしの安心・信頼・社会参加に関するアンケート調査」のデー
タ21を利用する（表 2を参照）。データは日本全国21大都市、その他の市、町村の 3グループからそれぞ

21　当該調査は平成25年度文部科学省科学研究費補助金（基盤研究（A））「ソーシャル・キャピタルの政策含意―その醸成

表 2　稲葉（2013）調査の実施概要
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れ33～34地点、計100地点を無作為抽出した。また、各地点の住民基本台帳から20歳～79歳までの住民を
母集団として、無作為に各地点100人計 1万人を抽出して調査票を郵送し、3,575票の有効回答（回答率
35.8％）が得られた。
　本稿ではその調査から得られたソーシャル・キャピタ変数を用いた（変数の詳細は付表 1～ 4を参照）。
稲葉（2013）。調査の実施概要ならびに2013年調査記述統計量（回答者の属性）については表 2および表
3のとおりである。
　従属変数：遵法意識には稲葉（2013）が調査した「不正に対する許容度22」の「認めない」という態度
を設定する。本稿では、不正に対する許容度を以下の（ 1）～（ 4）の様に示し、（ 1）日常的な腐敗、（ 2）
些細な腐敗、（ 3）悪質な腐敗（脱税）、（ 4）悪質な腐敗（収賄）に対する遵法意識：誠実な市民23を測
る指標として使用する24。
　独立変数としては稲葉（2013）の調査から得られたソーシャル・キャピタル指標を設定した。本稿では
「一般的信頼」と近所の人々、家族、親戚、友人・知人、職場の同僚に対する信頼から成る「特定化信頼」
を認知的ソーシャル・キャピタルとしている。さらに、地縁的活動、スポーツ・趣味・娯楽活動、ボラン
ティア・NPO等の活動、その他の活動から成る「団体参加」と、近所づきあいの程度、近所づきあいの
人数、友人・知人とのつきあい、親戚のつきあい、職場の同僚とのつきあいの程度から成る「つきあい」
を構造的ソーシャル・キャピタルとしている。それぞれ、肯定的回答であるほど、点数が高くなるように
リコード作業を行った。そして、前述したソーシャル・キャピタル指標（15設問）の理論的枠組みと分析
の構成的枠組みの関係を確かめるべく主成分分析（バリマックス回転）25を行った。表 4はバリマックス

要因と地域差の研究」（課題番号：24243040、研究代表者：日本大学　稲葉陽二教授）を受けて実施されたものである。
調査票については稲葉（2015a）を参照されたい。
22　不正に対する許容度は問 6、以下の「それぞれについてあなたはどう思いますか。認められると思いますか。それとも
認められないと思いますか。「 1」は「認められない」を「10」は認められる、を示します。あなたの考え方に近いと思
うレベルの数字を 1から10の中からそれぞれ一つだけ選び、その数字に○印をつけてください。」の質問から得られ、年
金等の不正受給、公共交通料金のごまかし、脱税、収賄からなる不正に対する許容度を訪ねている。稲葉（2013）調査
の結果では年金等の不正受給について「認めない（67.5％（n＝2332））」、公共交通料金のごまかしについて「認めない
（82.7％（n＝2867））」、脱税について「認めない（84.0％（n＝2916））、賄賂について「認めない（80.7％（n＝2799））」と
なっている。
23　（ 1）～（ 4）の不正に対する許容度について「認めない」＝1、「認められる」＝0のダミー変数に変換した。
24　Heidenheimer（2002）の腐敗分類に従い、稲葉（2013）調査で得られた不正に対する許容度 4指標を日常的な腐敗（無
資格での年金等の不正受給）、些細な腐敗（公共交通料金のごまかし）、悪質な腐敗（脱税、収賄）に分類している。

25　主成分分析の回転方法にはプロマックス回転の負荷因子量と比較し、同様の結果を得られたこと、またプロマックス
回転結果の構造行列とパターン行列の解釈には複雑性を伴うが故、本稿では Kaizerのバリマックス回転を採用している。
バリマックス回転のパターン行列結果と、プロマックス回転後のパターン行列の比較については表 4を参照されたい。

表 3　2013年調査記述統計量　回答者の属性
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回転後のパターン行列結果および、プロマックス回転後のパターン行列との比較結果を示す。その結果、
親戚のつきあいの程度、近所の人々に対する信頼を除いた、ソーシャル・キャピタルに関する13指標につ
いて、5つの因子が抽出された。 5因子の累積寄与率は約65.5％であった。第一因子は団体参加関連 4問
が高い正の負荷量を示したので「団体参加」、以下同様に第二因子「特定化信頼」、第三因子「つきあい」、
第四因子「職場のソーシャル・キャピタル」、第五因子「一般的信頼」と命名する。以上のソーシャル・キャ
ピタルを構成する 5つの主成分因子得点を独立変数として設定した。

4.2．分析結果 1（仮説 1 の実証研究）
　上記のソーシャル・キャピタル指標に加え、個人の社会経済的因子（socio-economic status： SES）と都
市化度26をコントロール変数とし、誠実な市民の醸成効果について、二項ロジスティック回帰分析を行っ
た。各変数の詳細と記述統計量については付表 1～付表 5のとおりである。
　表 5～表 9は二項ロジスティック回帰分析による推計結果をまとめたものである。表 5（Model 1～ 4 ）
は、｢団体参加｣、表 6（model 5～ 8 ）は ｢特定化信頼｣、表 7（model 9～12）は ｢つきあい｣、表 8（model13
～16）は ｢職場のソーシャル・キャピタル｣、表 9（model 17～20）は ｢一般的信頼｣ の影響について検証
したものである。
　その結果、次の知見が得られた。「団体参加」については腐敗に対して誠実な市民を醸成する傾向があ
るが、統計的有意な結果は得られなかった。団体参加の影響は、その性質を分けて分析する必要がある。
さらに「つきあい」の効果についても同様に統計的に有意な結果は得られなかった。
　「特定化信頼」について、家族、友人知人、親戚に対して信頼できる人は信頼できないと答える人より、
些細な腐敗（model 6）に対して、1％水準で有意に14％程度、誠実な市民である傾向が高い。また、以下
同様に悪質な腐敗（mode 8：収賄）に対して 1％水準で有意に14％程度、さらに日常的な腐敗（model 5）
に対して 5％水準で有意に8.8％程度誠実さが高い結果となった。特定化信頼は誠実な市民と関連がある。
　「職場のソーシャル・キャピタル」の分析結果（Model 13～ model 16）については、総じて誠実な市民
の醸成と負の関係性がみられた。職場の同僚に対する信頼が高く、つきあう頻度が多い人は、信頼が低く、
つきあう頻度が少ない人より日常的な腐敗（model 13）に対して－15％程度、誠実な市民の醸成にマイナ
スの影響を与えている。以下同様に、些細な腐敗（model 14）、悪質な腐敗（脱税：model 15）に対して 
－20％程度、さらに悪質な腐敗（収賄）に対して－10％程度誠実な市民の醸成を毀損させる結果となった。
　認知的ソーシャル・キャピタルの「一般的信頼」について、一般的に他人を信頼できる人は、注意する
に越したことはないと答える人よりも些細な腐敗（model 18）に対して10％水準で有意に 9％程度誠実な

26　総務省の定義から「大都市」、「10万人以上の都市」、「10万人未満の都市」に分類し、分析を行った。それぞれ「該当
する＝1」、「非該当＝0」のダミー変数である。

表 4　プロマックス回転とバリマックス回転後のパターン行列後の結果
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市民である傾向が高いが、その一方で、日常的な腐敗（model 17）に対し10％水準で有意に誠実な市民の
醸成に－8％程度の影響を与える。本稿では一般的信頼が与える誠実な市民の効果は腐敗を分けて論じる
必要がある。
　以上、実証 1の結果、仮説 1は特定化信頼について棄却され、むしろ特定化信頼は些細な腐敗、日常的
な腐敗、悪質な腐敗（収賄）に対して誠実な市民を醸成する。特定化信頼が誠実な市民の醸成に正の影響
を与えるメカニズムとしてインフォーマルな「社会統制（social control）」としての機能が考えられる。高
木（2011）はアノミー理論からみたソーシャル・キャピタルがもたらす犯罪抑止の効果を考察している。
高木 （2011：155）は高橋・渡邉（1999：46）からアノミーを「行動を統制する規範の弱化」と捉え、信
頼は対人間における互酬性の規範を高め、逸脱行動を減らすことができるとしている。以上のことから、
信頼には逸脱行動を減らす法令順守の行動をもたらすと考えられよう。ソーシャル・キャピタルのイン
フォーマルな社会統制機能は犯罪学の観点から報告されており、その機能は犯罪抑止にとって重要である
とされている（Hawdon et al。 2008：2-3,5）。上記のことから特定化信頼は誠実な市民の醸成に寄与する

表 5　構造的ソーシャル・キャピタル（団体参加）のロジスティック回帰結果

表 6　認知的ソーシャル・キャピタル（特定化信頼）のロジスティック回帰結果
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表 7　構造的ソーシャル・キャピタル（つきあい）のロジスティック回帰結果

表 8　職場のソーシャル・キャピタルのロジスティック回帰結果

表 9　認知的ソーシャル・キャピタル（一般的信頼）のロジスティック回帰結果
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と推察されよう。
　第二に、構造的ソーシャル・キャピタルの効果は総じて統計的有意な結果は得られず、仮説 2は棄却さ
れた。

4. 3．分析結果 2（仮説 3 の検証結果）
　次に、『総務省統計局』から得られた「住民一人当たり地方債現在高」（2012）を使用し、誠実な市民（地
域）は統治パフォーマンスを高めるのか、 重回帰分析（OLS）による検証を行う。分析に用いたデータの
出所、記述等計量については表10のとおりである。仮説は再掲した以下の仮説 3の通りである。

　仮説 3　誠実な市民が増えるほど、「一人当たり地方債現在高」、「生活保護支出の割合」、「社会福祉支
出の割合」は減少する。

　被説明変数には、統治パフォーマンスの指標として「住民一人当たり地方債現在高」を設定している。
統治パフォーマンス指標は先行研究でも定まっていない。地方債現在高は地方政府の経済的豊かさを示す
指標であるが、今日、地方政府は財政難に悩まされており、その現状を鑑みれば、「住民一人当たり地方
債務残高」は効率的運営度を反映する「政府の有能度」を示す指標であろう。また、日本の地方政府の統
治パフォーマンスを包括的に測ったデータを得るには難しい現状がある。そうした中で、日本経済新聞社
産業地域研究所（2009）が算出している「行政革新度」は数少ない日本の統治パフォーマンスを行政の側
面から測られた指標であり、その変数と「住民一人当たり地方債現在高」には相関がみられる（係数 R＝
－0.41（ 1％水準、N＝70））。以上の分析から、本稿では「住民一人当たり地方債現在高」を政府の効率
を示す 1つの指標として設定した。
　説明変数には、地域別に集計した「遵法意識：誠実な市民（％）」を設定し、（ 1）日常的な腐敗（年金
などの不正受給）、（ 2）些細な腐敗（公共交通料金のごまかし）、（ 3）悪質な腐敗（脱税）、（ 4）悪質な
腐敗（収賄）に分類して用いる。また統制変数には
「制度的要因」、「財政的要因」、「社会経済的豊かさ」
を設定する。本稿では坂本（2010b）の分析枠組み
に準拠し制度的要因として、「1＝政令指定都市、中
核市、特例市」と「0＝通常の市」の「制度的要因
ダミー変数」を採用した。
　さらに、社会経済的豊かさを示す指標として「ジ
ニ係数（市区町村レベル）27」、「人口総数」、「歳出

27　市町村別所得ジニ係数は、青山学院大学の西川雅史教授が2010年度市町村別納税者データ（N＝43,768,603）から得ら
れる納税者所得を用いて算出されたものを使用している。

表10　コントロール変数（成分行列）

表11　遵法意識と住民一人当たり地方債務残高
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決算総額（市町村財政）」、「65歳以上高齢者比率」、「DID（人口集中地区人口）比率」、「納税義務者一人
あたり課税対象所得」を合成しまとめた主成分因子を用いた。その合成結果（表10）は「歳出決算総額（市
町村財政）」も一つにまとめられたため「財政的要因」をも反映している。
　筆者は、上記の変数を用いて OLS（重回帰分析）を行った。表11は、住民一人当たり地方債務残高を
被説明変数として、遵法意識：誠実な市民の影響を推計したものである。
　推計モデルの調整済み R2決定係数は 0.403というあてはまりの良い結果となった。そして、日常的な
腐敗（年金等の医療の不正要求）に対する誠実な市民が多い地域ほど10％水準ではあるが、一人当たり地
方債務残高は減少するという傾向が確認された。以上の実証結果から、遵法意識：誠実な市民と政府の有
能度には関連がある。
　さらに、コントロール変数として組み込んだ社会経済的豊かさ、制度的要因は 1％水準で有意に影響を
与えている。政令指定都市、中核都市、特例市であるほど保障の負担が大きい。また、人口集中割合が高
く、高齢者が少なく、格差が大きい地域で生活保護費が高まる結果となった。

5 ．結論

　本稿は、ソーシャル・キャピタルが統治パフォーマンスに影響を与える経路について検証した論文であ
るが、その媒介変数として「遵法意識」を設定し、統治パフォーマンスとの関連を分析した。
　その結果、二つの推計結果から「遵法意識：誠実な市民」モデルについて、次のことが示唆される。
　第一に、認知的ソーシャル・キャピタル（特定化信頼）は日常的な腐敗に対して誠実な市民を醸成する。
また、日常的な腐敗に対して誠実な市民は政府の有能度に正の影響を与え、地方政府債務残高を減少させ
る。つまり、本稿では「ソーシャル・キャピタル（特定化信頼）→日常的な腐敗に対して誠実な市民（+）
→政府の効率性の改善（+）に寄与」という経路が考えられる。「遵法意識：誠実な市民」モデルの中に、ソー
シャル・キャピタルが政府の効率性を改善するメカニズムを考えることができよう。
　第二に、先行研究では構造的ソーシャル・キャピタルの効果は、性質を分けて論じる必要があることが
指摘されていたが、本稿でもそれを支持する結果となった。Knack（2001）の分析手法をもとに再検証す
る必要がある。
　第三に、第一の知見で、特定化信頼には誠実な市民を醸成する効果があることを挙げたが、それはソー
シャル・キャピタルがもたらすインフォーマルな社会統制としての機能と関連があると考えられる。本稿
では、不正に対する態度にソーシャル・キャピタルは有用であることが分かった。
　以上のことからコミュニティのソーシャル・キャピタルは遵法意識：誠実な市民モデルと関連がみられ
る。しかし、本稿で用いた統治パフォーマンス指標では不十分であることもあり、誠実な市民モデルにつ
いて、更なる妥当性の検証が必要であろう。 また本研究は、パットナムのソーシャル・キャピタル論の
検証を試みているが、論者によってはソーシャル・キャピタルの醸成をアウトカムにし、統治パフォーマ
ンスの影響を考察している28。本研究にはそれを踏まえた議論が不足しており、この点についても更なる
議論を深め、その考察について今後の課題としたい。
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付表 4　記述統計量 :個人の基本属性と SES
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付表 5　個人の基本属性と SESのコード表
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